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〇
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
第

号

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
四
十
四
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た

め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
個
人
情
報
の
漏
え
い
そ
の
他
の
特
定
個

人
情
報
の
安
全
の
確
保
に
係
る
重
大
な
事
態
の
報
告
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和

年

月

日

個
人
情
報
保
護
委
員
会
委
員
長

丹
野

美
絵
子

特
定
個
人
情
報
の
漏
え
い
そ
の
他
の
特
定
個
人
情
報
の
安
全
の
確
保
に
係
る
重
大
な
事
態
の
報
告
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
定
個
人
情
報
の
漏
え
い
そ
の
他
の
特
定
個
人
情
報
の
安
全
の
確
保
に
係
る
重
大
な
事
態
の
報
告
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
題
名
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
題
名
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分

に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移

動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対

応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

題
名

題
名

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

特
定
個
人
情
報
の
漏
え
い
そ
の
他
の
特
定
個
人
情
報
の
安
全
の
確
保
に
係
る
重
大
な

律
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
基
づ
く
特
定
個
人
情
報
の
漏
え
い
等
に
関

事
態
の
報
告
に
関
す
る
規
則

す
る
報
告
等
に
関
す
る
規
則

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

[

略]
第
一
条

[

同
上]

（
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
大
き
い
も
の
）

（
特
定
個
人
情
報
の
安
全
の
確
保
に
係
る
重
大
な
事
態
）

第
二
条

法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
本
文
の
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が

第
二
条

法
第
二
十
九
条
の
四
に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た

大
き
い
も
の
と
し
て
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の

特
定
個
人
情
報
の
漏
え
い
そ
の
他
の
特
定
個
人
情
報
の
安
全
の
確
保
に
係
る
重
大
な

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

事
態
は
、
次
に
掲
げ
る
事
態
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
特
定
個
人
情
報
（
高
度
な
暗
号
化
そ
の
他
の
個
人
の
権
利
利
益
を

一

次
に
掲
げ
る
特
定
個
人
情
報
が
漏
え
い
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
（
不
正
ア
ク
セ

資料３－２
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保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
漏
え

ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
二
条

い
、
滅
失
若
し
く
は
毀
損
（
以
下
「
漏
え
い
等
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
、
又
は

第
四
項
に
規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
い
う
。
）
に
よ
る
漏
え
い
そ
の
他
法

発
生
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
事
態

第
十
九
条
各
号
に
該
当
し
な
い
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
含
む
。
）
し
、
滅
失
し

、
又
は
毀
損
し
た
事
態

イ
～
ハ
［
略
］

イ
～
ハ

[

同
上]

[

削
除]

二

次
に
掲
げ
る
特
定
個
人
情
報
に
係
る
本
人
の
数
が
百
人
を
超
え
る
事
態

イ

漏
え
い
し
、
滅
失
し
、
又
は
毀
損
し
た
特
定
個
人
情
報

ロ

法
第
九
条
の
規
定
に
反
し
て
利
用
さ
れ
た
個
人
番
号
を
含
む
特
定
個
人
情
報

ハ

法
第
十
九
条
の
規
定
に
反
し
て
提
供
さ
れ
た
特
定
個
人
情
報

[

削
除]

三

個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
又
は
個
人
番
号
関
係
事
務
実
施
者
の
保
有
す
る
特

定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
特
定
個
人
情
報
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り

不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
と
な
り
、
か
つ
、
そ
の
特

定
個
人
情
報
が
閲
覧
さ
れ
た
事
態

二

次
に
掲
げ
る
事
態

四

不
正
の
目
的
を
も
っ
て
、
個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
又
は
個
人
番
号
関
係
事

イ

不
正
の
目
的
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
お
そ
れ
が
あ
る
特
定
個
人
情
報
の
漏
え
い

務
実
施
者
の
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
特
定
個
人
情

等
が
発
生
し
、
又
は
発
生
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
事
態

報
を
利
用
し
、
又
は
提
供
し
た
者
が
い
る
事
態

ロ

不
正
の
目
的
を
も
っ
て
、
特
定
個
人
情
報
が
利
用
さ
れ
、
又
は
利
用
さ
れ
た

お
そ
れ
が
あ
る
事
態

ハ

不
正
の
目
的
を
も
っ
て
、
特
定
個
人
情
報
が
提
供
さ
れ
、
又
は
提
供
さ
れ
た

お
そ
れ
が
あ
る
事
態

三

個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
又
は
個
人
番
号
関
係
事
務
実
施
者
の
保
有
す
る
特

［
新
設
］

定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
特
定
個
人
情
報
が
電
磁
的
方
法
に
よ
り
不

特
定
多
数
の
者
に
閲
覧
さ
れ
、
又
は
閲
覧
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
態

四

次
に
掲
げ
る
特
定
個
人
情
報
に
係
る
本
人
の
数
が
百
人
を
超
え
る
事
態

［
新
設
］

イ

漏
え
い
等
が
発
生
し
、
又
は
発
生
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
特
定
個
人
情
報

ロ

法
第
九
条
の
規
定
に
反
し
て
利
用
さ
れ
、
又
は
利
用
さ
れ
た
お
そ
れ
が
あ
る

個
人
番
号
を
含
む
特
定
個
人
情
報

ハ

法
第
十
九
条
の
規
定
に
反
し
て
提
供
さ
れ
、
又
は
提
供
さ
れ
た
お
そ
れ
が
あ

る
特
定
個
人
情
報
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（
個
人
情
報
保
護
委
員
会
へ
の
報
告
）

（
委
員
会
へ
の
報
告
）

第
三
条

個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
及
び
個
人
番
号
関
係
事
務
実
施
者
（
以
下
「
個

第
三
条

個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
（
個
人
番
号
利
用
事
務
の
全
部
又
は
一
部
の
委

人
番
号
利
用
事
務
等
実
施
者
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
本
文

託
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
又
は
個
人
番
号
関
係
事
務
実
施
者
（
個
人
番
号
関
係
事

の
規
定
に
よ
る
報
告
を
す
る
場
合
に
は
、
前
条
各
号
に
定
め
る
事
態
を
知
っ
た
後
、

務
の
全
部
又
は
一
部
の
委
託
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事

速
や
か
に
、
当
該
事
態
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
時
点

態
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
事
態
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
個
人
情
報
保
護
委

に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
報
告
し
な
け

員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

概
要

一

概
要
及
び
原
因

二

特
定
個
人
情
報
の
項
目

二

特
定
個
人
情
報
の
内
容

三

特
定
個
人
情
報
に
係
る
本
人
の
数

三

再
発
防
止
の
た
め
に
と
っ
た
措
置

四

原
因

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
が
定
め
る
事
項

五

二
次
被
害
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
有
無
及
び
そ
の
内
容

［
新
設
］

六

本
人
へ
の
対
応
の
実
施
状
況

［
新
設
］

七

公
表
の
実
施
状
況

［
新
設
］

八

再
発
防
止
の
た
め
の
措
置

［
新
設
］

九

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

［
新
設
］

[

削
除]

２

個
人
番
号
利
用
事
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
委
託
を
受
け
た
者
又
は
個
人
番
号

関
係
事
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
委
託
を
受
け
た
者
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事

態
が
生
じ
た
と
き
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る

個
人
番
号
利
用
事
務
等
の
委
託
を
し
た
者
に
報
告
す
る
も
の
と
し
、
同
項
に
規
定
す

る
個
人
番
号
利
用
事
務
等
の
委
託
を
し
た
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
個
人

情
報
保
護
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

[

削
除]

３

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
番
号
利
用
事
務
又
は
個
人
番
号
関
係
事
務

の
全
部
又
は
一
部
の
委
託
を
受
け
た
者
と
み
な
さ
れ
た
者
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る

事
態
が
生
じ
た
と
き
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
事
務
を
委
託
し
た
者

及
び
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
利
用
事
務
等
の
委
託
を
し
た
者
に
報

告
す
る
も
の
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
利
用
事
務
等
の
委
託
を
し
た
者
は

、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
個
人
情
報
保
護
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る

。
た
だ
し
、
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
利
用
事
務
等
の
委
託
を
し
た

者
は
、
委
託
の
内
容
に
応
じ
、
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
番
号
利
用
事
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務
又
は
個
人
番
号
関
係
事
務
の
全
部
又
は
一
部
の
委
託
を
受
け
た
と
み
な
さ
れ
た
者

か
ら
の
報
告
を
そ
の
事
務
を
委
託
し
た
者
を
経
由
し
て
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
個
人
番
号
利
用
事
務
等
実
施
者
は
、
当
該
事
態
を
知
っ

［
新
設
］

た
日
か
ら
三
十
日
以
内
（
当
該
事
態
が
前
条
第
二
号
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
六
十
日
以
内
）
に
、
当
該
事
態
に
関
す
る
前
項
各
号
に
定
め
る
事
項
を

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
個
人
情
報
保
護
委
員

［
新
設
］

会
に
対
し
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織(

個
人
情
報
保
護
委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
と
報
告
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続

し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)

を
使
用
す
る

方
法
（
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別
記
様
式
に

よ
る
報
告
書
を
提
出
す
る
方
法
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
他
の
個
人
番
号
利
用
事
務
等
実
施
者
へ
の
通
知
）

第
四
条

個
人
番
号
利
用
事
務
等
実
施
者
は
、
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書

［
新
設
］

の
規
定
に
よ
る
通
知
を
す
る
場
合
に
は
、
第
二
条
各
号
に
定
め
る
事
態
を
知
っ
た
後

、
速
や
か
に
、
前
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
本
人
に
対
す
る
通
知
）

第
五
条

個
人
番
号
利
用
事
務
等
実
施
者
は
、
法
第
二
十
九
条
の
四
第
二
項
本
文
の
規

［
新
設
］

定
に
よ
る
通
知
を
す
る
場
合
に
は
、
第
二
条
各
号
に
定
め
る
事
態
を
知
っ
た
後
、
当

該
事
態
の
状
況
に
応
じ
て
速
や
か
に
、
当
該
本
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に

必
要
な
範
囲
に
お
い
て
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
、
第
五
号
及

び
第
九
号
に
定
め
る
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
雑
則
）

（
雑
則
）

第
六
条

［
略
］

第
四
条

[

同
上]

別
記
様
式

（第
三
条
第
三
項
関
係

）

［新
設

］
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受
付
日

年
月

日

受
付
番
号

報
告
書

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
第
2
9
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
報
告
し
ま
す

。

、

年
月

日

殿

報
告
者
の
氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
居
所

１

．報
告
種
別

（該
当
す
る
□
に
印
を
つ
け
る
こ
と

。

）

新
規
又
は
続
報
の
別

□
新
規

□
続
報

前
回
報
告

年
月

日
：

：

速
報
又
は
確
報
の
別

□
速
報

□
確
報

：

２

．報
告
を
す
る
個
人
番
号
利
用
事
務
等
実
施
者

（以
下

「報
告
者

」と
い
う

。

）の

概
要

組
織
区
分

□
行
政
機
関

□
独
立
行
政
法
人
等

□
地
方
公
共
団
体
等

□
事
業
者

報
告
者
の
氏
名

（フ
リ
ガ
ナ

）

又
は
名
称

法
人
番
号

（1
3
桁

）

業
種
・
業
種
番
号

都
道

市
区

報
告
者
の
住
所

府
県

町
村

又
は
居
所

代
表
者
の
氏
名

（フ
リ
ガ
ナ

）

（報
告
者
が
法
人
等
の
場
合
に

限
る

。

）

（フ
リ
ガ
ナ

）

事
務
連
絡
者
の
氏
名



- 6 -

所
属
部
署

電
話

（

）

E-m
ail

３

．報
告
事
項

（１

）事
態
の
概
要

（該
当
す
る
□
に
印
を
つ
け
る
こ
と

。

）

発
生
日

年
月

日
：

発
覚
日

年
月

日
：

事
務
の
内
容

□
個
人
番
号
利
用
事
務

□
個
人
番
号
関
係
事
務

：

□
そ
の
他

事
務
の
名
称

（

）

：

特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
の
実
施
の
有
無

□
実
施

（義
務

）

：

□
実
施

（任
意

）

□
実
施
し
て
い
な
い

評
価
の
種
類

□
基
礎
項
目
評
価

□
重
点
項
目
評
価

：

□
全
項
目
評
価

発
生
事
案

□
漏
え
い

□
漏
え
い
の
お
そ
れ

□
滅
失

：

□
滅
失
の
お
そ
れ

□
毀
損

□
毀
損
の
お
そ
れ

□
法
第
９
条
違
反

□
法
第
９
条
違
反
の
お
そ
れ

□
法
第
19
条
違
反

□
法
第
19
条
違
反
の
お
そ
れ

□
そ
の
他

発
見
者

□
報
告
者

□
委
託
者

□
そ
の
他

（

）
：

規
則
第
２
条
各
号
該
当
性

□
第
１
号

（情
報
提
供
ﾈ
ｯ
ﾄ
ﾜ
ｰ
ｸ
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ
等

）
：

□
第
２
号

（不
正
の
目
的

）

□
第
３
号

（不
特
定
多
数
の
者
に
閲
覧

）

□
第
４
号

（百
人
超

）

□
非
該
当

（上
記
に
該
当
し
な
い
場
合
の
報
告

）

報
告
者
に
特
定
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
委
託
し
た
者

（委
託
元

）の
有
無
：

□
有

（名
称

）

：

（住
所

）

：

（電
話

）

：

□
無
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報
告
者
か
ら
特
定
個
人
情
報
の
取
扱
い
の
委
託
を
受
け
た
者

（委
託
先

）の
有

無
：□

有

（名
称

）

：

（住
所

）

：

（電
話

）

：

□
無

事
実
経
過
：

概
要
：

発
覚
の
経
緯
・
発
覚
後
の
事
実
経
過

（時
系
列

）：

外
部
機
関
に
よ
る
調
査
の
実
施
状
況

（規
則
第
２
条
第
２
号
に
該
当
す

る
場
合
の
み
記
載

）：

□
実
施
済

（実
施
中

）
【依

頼
日

年
月

日

】

：

□
実
施
予
定

【依
頼
予
定
日

年
月

日

】

：

□
検
討
中

□
予
定
な
し

（詳
細

）
：

（２

）特
定
個
人
情
報
の
項
目

（該
当
す
る
□
に
印
を
付
け
る
こ
と

。

）

媒
体

□
紙

□
電
子
媒
体

□
そ
の
他

（

）
：

種
類

□
顧
客
情
報

□
住
民
情
報

□
従
業
員
情
報

：

□
そ
の
他

（

）

項
目

□
氏
名

□
生
年
月
日

□
性
別

□
住
所

：

□
電
話
番
号

□
メ

ー

ル
ア
ド
レ
ス

□
パ
ス
ワ

ー

ド
□

そ
の
他

（

）

（３

）特
定
個
人
情
報
に
係
る
本
人
の
数

（

）人

（４

）発
生
原
因

（該
当
す
る
□
に
印
を
付
け
る
こ
と

。

）
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主
体

□
報
告
者

□
委
託
先

□
不
明

：

原
因

□
不
正
ア
ク
セ
ス

：

（攻
撃
箇
所

（

）
）

：
（攻

撃
手
法

（

）
）

：

□
誤
交
付

□
誤
送
付

（メ

ー

ル
含
む

。

）

□
誤
廃
棄

□
紛
失

□
盗
難

□
不
正
利
用

□
不
正
提
供

□
そ
の
他

（

）

詳
細
：

（５

）二
次
被
害
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
有
無
及
び
そ
の
内
容

（該
当
す
る
□
に
印
を
付

け
る
こ
と

。

）

有
無

□
有

□
無

□
不
明

：

詳
細
：

（６

）本
人
へ
の
対
応
の
実
施
状
況

（該
当
す
る
□
に
印
を
付
け
る
こ
と

。

）

本
人
へ
の
対
応

（通
知
を
含
む

。

）

□
対
応
済

（対
応
中

）

：

□
対
応
予
定

□
予
定
な
し

詳
細

（予
定
な
し
の
場
合
は

理
由
を
記
載

）

、
：

（７

）公
表
の
実
施
状
況

（該
当
す
る
□
に
印
を
付
け
る
こ
と

。

）

事
案
の
公
表

□
実
施
済

【公
表
日

年
月

日

】

：
：

□
実
施
予
定

【公
表
予
定
日

年
月

日

】

：

□
検
討
中

□
予
定
な
し

公
表
の
方
法

□
ホ

ー

ム
ペ

ー

ジ
に
掲
載

□
記
者
会
見

：

□
報
道
機
関
等
へ
の
資
料
配
布

□
そ
の
他

（

）



- 9 -

公
表
文
：

（８

）再
発
防
止
の
た
め
の
措
置

実
施
済
の
措
置
：

今
後
実
施
予
定
の
措
置

（長
期
的
に
講
ず
る
措
置
を
含
む

。

）及
び
完
了
予
定

時
期
：

（９

）そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
：

記
載
要
領

１

．最
上
段
の
受
付
日
及
び
受
付
番
号
の
欄
に
は
記
載
し
な
い
こ
と

。

２

．続
報
と
し
て
提
出
の
際
に
は

前
回
報
告
か
ら
記
載
を
変
更
し
た
箇
所
に
下
線

、

を
引
く
こ
と

。

３

．２

．の

「法
人
番
号

」と
は
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た

め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

（平
成
2
5
年
法
律
第
2
7
号

）第
２
条
第
1
5
項

に
規
定
す
る

「法
人
番
号

」を
指
す

。な
お

法
人
番
号
を
記
載
す
る
欄
に

同
、

、

条
第
５
項
に
規
定
す
る

「個
人
番
号

」を
記
載
し
な
い
こ
と

。

４

．報
告
者
が
事
業
者
の
場
合

２

．の

「業
種

」・

「業
種
番
号

」
（４

桁

）

、

を
日
本
標
準
産
業
分
類
か
ら
記
載
す
る
こ
と

。

、

５

．２

．の

「事
務
連
絡
者
の
氏
名

」の

「電
話

」に
は

代
表
電
話
番
号
で
は
な

、

く
当
該
事
務
連
絡
者
の
直
通
電
話
番
号
を
記
載
す
る
こ
と

。

、

６

．２

．の

「法
人
等

」に
は

法
人
格
を
有
し
な
い
団
体
等
も
含
ま
れ
る

。

、

７

．３

．

（１

）の

「事
務
の
名
称

」は

「個
人
番
号
利
用
事
務

」を
選
択
し
た

、

場
合
に

特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
計
画
管
理
書
の

「事
務
の
名
称

」を
記
載
す

、
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る
こ
と

。

８

．３

．

（７

）の

「公
表
文

」に
は

公
表
を
予
定
し
て
い
る
場
合

公
表
予
定

、
、

の
文
案
を
記
載
又
は
添
付
す
る
こ
と

。

９

．用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と

。

、

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
四
十
四
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


